
（個人情報を取り扱う際の基本的事項）

第 １条　関市（以下「委託者」という。）がこの特記事項が付帯する契約（以下「この契約」と

いう。）において個人情報を取り扱わせる者（以下「受託者」という。）は、個人情報の重要

性を認識し、この契約による事務（以下「本件事務」という。）を処理するに当たっては、個

人情報の保護に関する法律その他の関係法令等を遵守し、個人の権利利益を侵害することのな

いよう、個人情報を適正に取り扱わなければならない。

（適正な管理）

第 ２条　受託者は、本件事務に係る個人情報の漏えい、滅失、毀損及び改ざん等（以下「漏えい

等」という。）の防止その他の個人情報の適正な管理のために必要な措置を講じなければなら

ない。

２ 　受託者は、個人情報の取扱いに関する規程類を整備するとともに、本件事務に係る個人情報

の管理責任者を選任しなければならない。

３ 　受託者は、個人情報を取り扱う場所及び保管する場所（以下「作業場所」という。）を定め

るとともに、作業場所に係る入退室の規制、防災・防犯対策その他の安全対策を講じなければ

ならない。

４ 　受託者は、本件事務に係る個人情報の取扱いに着手する前に前３項に定める管理責任体制、

安全対策その他の安全管理措置について、安全管理措置報告書（第１号様式）により委託者に

報告しなければならない。

５ 　受託者は、前項の規定により報告した事項に関し、委託者が理由を示して異議を申し出た場

合には、当該異議に関する事項を変更しなければならない。この場合において、当該変更に経

費を要するときは、その費用は原則として受託者が負担する。

（従事者の監督）

第 ３条　受託者は、本件事務の処理に従事している者が本件事務に関して知り得た個人情報をみ

だりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用しないよう必要かつ適切な監督を行わなければな

らない。この契約が終了し、又は解除された後においても同様とする。

（収集の制限）

第 ４条　受託者は、本件事務を処理するために必要な範囲内で、適正かつ公正な手段により個人

情報を収集しなければならない。

（禁止事項）

第 ５条　受託者は、あらかじめ委託者の指示又は承諾があった場合を除き、本件事務に係る個人

情報に関し、次に掲げる行為をしてはならない。

　（１）　本件事務を処理する目的以外での利用

　（２）　複写又は複製

　（３）　作業場所の外への持ち出し
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（再委託の禁止等）

第 ６条　受託者は、本件事務を処理するための個人情報を自ら取り扱うものとし、第三者に取り

扱わせてはならない。ただし、あらかじめ、委託者の書面による承諾を得た場合はこの限りで

ない。
2 　受託者は、前項ただし書の承諾を得て、本件事務に係る個人情報を第三者に取り扱わせる場

合には、個人情報の保護に関し、本特記事項と同等の内容及び委託者が指示する事項につい

て、当該第三者（会社法（平成１７年法律第８６号）第２条第１項第３号の子会社を含む。以

下「再受託者」という。）との間で約定しなければならない。２以上の段階にわたる委託（以

下「再々委託等」という。）を行う場合も、この例によるべきことを再受託者又はこれに類す

る者に求めなければならない。

3 　再受託者が本件事務に係る個人情報を第三者に取り扱わせる場合にあっては、受託者は、当

該第三者（会社法第２条第１項第３号の子会社を含む。以下「再々受託者」という。）におけ

る個人情報の取扱いに係る管理体制をあらかじめ確認し、当該確認内容を委託者に報告し、委

託者の書面による承諾を受けた上でなければ、第１項ただし書の承諾に相当する承諾をしては

ならない。再々委託等を行う場合も、同様とする。

4 　業務内容が定型的であり、かつ、個人情報の漏えい等の危険性が低いものとして委託者が別

に定める業務の委託（再委託及び再々委託等（以下「再委託等」と総称する。）を含む。）に

ついては、委託者が別に定める事項をあらかじめ委託者に報告した場合には、第１項ただし書

の承諾及び前項に規定する受託者による承諾を要しない。

5 　第２条第５項の規定は、前項に規定する報告について準用する。

（派遣労働者等の利用時の措置）

第 ７条　受託者は、本件事務を派遣労働者、契約社員その他の正社員以外の労働者に行わせる場

合は、正社員以外の労働者に本契約に基づく一切の義務を遵守させなければならない。

２ 　受託者は、委託者に対して、正社員以外の労働者の全ての行為及びその結果について責任を

負うものとする。

（個人情報が記録された資料等の受領、返還等）

第 ８条　受託者は、業務の遂行上、委託者から個人情報が記録された資料等の提供がある場合

は、受領証（第２号様式）を委託者に提出しなければならない。

２ 　受託者は、本件事務を処理するために委託者から提供され、又は受託者が収集し、複製し、

若しくは作成した個人情報が記録された資料等を、業務の遂行上使用しないこととなったとき

又はこの契約が終了したとき若しくは解除されたときは、委託者の指示に従い、直ちに委託者

への返還又は引き渡し、消去その他の方法により処理するものとする。この場合において、受

託者のパソコン等に個人情報が記録された資料等を複製又は保存したときは、業務上の利用が

完了後、速やかにデータを消去し、消去証明書（第３号様式）により、委託者から記録媒体等

の廃棄指示があるときは、確実に物理的に破壊し、又は全ての記録を復元不可能な状態に消去

した後に廃棄し、廃棄証明書（第４号様式）により委託者に提出しなければならない。

（報告及び検査）

第 ９条　委託者は、個人情報を保護するために必要な限度において、売買契約期間中、受託者に

対し、個人情報の管理状況及び委託業務の履行状況について報告を求めることができる。



２ 　委託者は、個人情報を保護するために必要な限度において、売買契約期間中少なくとも１年

に一度、情報の管理の状況及び委託業務の履行状況について、原則として作業場所において検

査するものとする。

３ 　前２項の場合において、報告、資料の提出又は検査に直接必要な費用は、受託者の負担とす

る。ただし、委託者の事情により過分の費用を要した分については、委託者が負担する。

（事故発生時等における報告）

第 １０条　受託者は、個人情報の漏えい等の事故が生じ、又は生ずるおそれがあることを知った

ときは、速やかに委託者に報告し、委託者の指示に従うものとする。この契約が終了し、又は

解除された後においても同様とする。

２ 　委託者は、本件事務に関し個人情報の漏えい等の事故が発生した場合は、必要に応じて当該

事故に関する情報を公表することができる。

（従業者に対する教育の実施）

第 １１条　受託者は、従事者に対し、個人情報を取り扱う場合に従事者が遵守すべき事項、個人

情報の保護に関する法令等に基づく罰則の内容及び個人情報の漏えい等が生じた際に負う民事

上の責任について充分な教育を実施しなければならない。また、委託者から当該教育の状況の

報告を求められた場合は、実施状況等を書面により委託者に提出しなければならない。
２ 　受託者は、個人情報を取り扱う事務を再受託者に委託する場合には、再受託者に対し、前項

の研修を実施させなければならない。また、委託者から当該教育の状況の報告を求められた場

合は、実施状況等を書面により受託者に提出させなければならない。

（契約の解除及び損害の賠償）

第 １２条　委託者は、次のいずれかに該当するときは、この契約を解除し、又は受託者に対して

損害賠償の請求をすることができる。

　（１）　本件事務を処理するために受託者が取り扱う個人情報について、受託者の責に

               帰すべき理由による個人情報の漏えい等があったとき。

　（２）　前号に掲げる場合のほか、この特記事項に違反し、本件事務の目的を達成

               することができないと認められるとき。

2 　前項第１号の個人情報の漏えい等に伴う損害賠償その他の一切の責任は、個人情報の漏えい

等が、受託者が再委託等をし、当該再委託等先において発生した場合であっても、当該受託者

が負うものとする。


